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令和元年 第２４回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和元年７月８日（月） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０５会議室 

 

３．出席委員（１７人） 

 

４．欠席委員（２人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

  議案第 ２１号 農地法第３条の許可申請について        （１件） 

  議案第 ２２号  農地法第４条第１項の許可申請について     （１件） 

議案第 ２３号  農地法第５条第１項の許可申請について     （１件） 

 

７. 農業委員会事務局職員（４人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

一同、礼。只今から第２４回東温市農業委員会を開会いたします。本日の農業委員の

出席は、農業委員総数１９名中１７名です。定足数に達しておりますので、農業委員会

等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、総会が成立していることをご報告いた

します。開会にあたり会長よりご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さんおはようございます。長い田植えがやっと終息した頃だと思います。農業委員

会の組織においては、皆さんご承知のとおり、中間管理機構の５年見直しが行われ、秋

から実施されます。次回は推進委員と合同会を行う予定になっております。人・農地プ

ランでは、両委員でコーディネーター役を務め、話し合いの場を作り、地域を引っ張っ

ていかなければなりません。 

なお、本日は３件の議案となっております。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 

  ありがとうございました。会長より進行よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

議事録署名人の指名についてですが、本日は、〇〇委員さん、〇〇委員さん、よろし

くお願いします。続きまして、審議に入ったらと思います。議案第２１号、農地法第３

条の許可申請について、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第２１号、農地法第３条の許可申請について。 

１番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、４０

７㎡、〇〇、田、３０１㎡、〇〇、畑、４，１０２㎡、〇〇、畑、６９㎡。合計４筆で、

合計面積が４，８７９㎡になります。譲受人の耕作等の状況ですが、権利内容は、所有

権移転、売買です。作付作物は、米、じゃが芋、シキビです。主な農機具の保有状況は、

耕うん機、田植機、コンバイン、乾燥機、トラクターです。労働力は、常時２人、臨時

３人です。耕作面積は、４１，２３４㎡です。周辺農業経営への影響は、特に支障なし、

ということで、農地法第３条第２項各号の不許可要件ですが、１から７のいずれにも該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  この〇〇さん所有の土地は、最近までシキビを育てておりましたが、高齢で、これか

ら出来ない、という事で申請されました。今回の購入で面積が５町近くになるというこ
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とで、懸念される管理状況ですが、常時２人で耕作しており、機械も十分に揃えており

ますので、大丈夫かと思います。地域の方も、放っておいたら耕作放棄地となってしま

うから管理して欲しい、という意見がほとんどです。ご審議よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この面積の中で水田にされているのはどの位ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  面積的には、ほとんどお米です。ただ自然農法で行っています。 

 

○議長（会長） 

  自然農法は将来的に大丈夫なのか、と心配もありますが、地域の中でも人・農地プラ

ンの中でも、この形態を入れざるを得ないとは思います。その辺りも今後、対応、話し

合いをしていかなくてはいけないかと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  自然農法は山の方なら問題ないと思いますが、うちの方にも苦情が来たりして困りま

す。場所によって認める、認めないというわけにいきませんので。 

 

○議長（会長） 

  農法は、自然農法、他にも有機農法、放置農法とありますが、その辺りの広聴を我々

もしていかなければいけないのかな、と思います。 

 

この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第２２号農地法第４条第１項の許可

申請についてお願いします。 

 

○事務局 

  議案第２２号農地法第４条第１項の許可申請について。 

２番 転用者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２２２㎡です。都市計画区域は

市街化調整区域。農地区分は第２種農地、他のいずれの基準にも該当しない農地という

理由から第２種農地と判断されます。農用地区域は農用地区域外。転用目的は、農家住

宅です。開発許可は不要。平成３１年１月８日第１８回委員会で除外意見決定を行って

おります。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さん、お願いします。 
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○委員 〇〇委員 

  地図４ページを参照してください。〇〇さんの息子さんが帰ってきました。〇〇に自

分達の農家住宅を建てて、その後に古い家を息子さん達が建て替えるという段取りでの

申請です。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第２３号農地法第５条第１項の許可

申請についてお願いします。 

 

○事務局 

  議案第２３号農地法第５条第１項の許可申請について。  

３番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん、土地は、〇〇、田、３２

０㎡。都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第３種農地、住宅、事業所、公共施

設、公益施設が連たんしている農地という理由から第３種農地と判断されます。農用地

区域は農用地区域外。転用目的は、露天駐車場です。権利内容は所有権移転です。開発

許可は不要となります。以上です。 

 

○議長（会長） 

 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さん、お願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図５ページをご覧下さい。〇〇区が耐震のため新しく集会所を建てました。駐車場

が無く、〇〇さんの田を区が買って駐車場にしたいという事です。〇〇区が東温市の認

可地縁団体に申請しまして、承認されました。それで、今回、区として駐車場を確保し

たい、ということで申請しております。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

 

以上で、本日の議案は、全て終了しました。 


